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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年７月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年２月２３日 １２時５２分ごろ 

発生場所 北海道函館市函館港万代ふ頭付近 

 函館港北防波堤灯台から真方位１１９.５°１.２海里付近 

 （概位 北緯４１°４７.２８′ 東経１４０°４３.４３′） 

事故調査の経過  平成２７年２月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ セメント運搬船 千
せん

祥
しょう

丸、４,９０５トン 

   １２９４９０、日本郵船株式会社、株式会社ジェネック 

   １０９.０５ｍ（Lr）×１７.５０ｍ×９.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,７１３kＷ、昭和６２年４月１４日 

Ｂ 貨物船 SKY
スカイ

 QUEEN
ク イ ー ン

（パナマ共和国籍）、１,９５５トン 

   ９０１６０９０（ＩＭＯ番号）、SKY BIRD SHIPPING CO.,LIMITED 

   ８４.４０ｍ（Lr）×１３.５０ｍ×７.１５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７０kＷ、１９９１年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５８年１２月２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年８月８日 

    免状有効期間満了日 平成３０年１２月１日 

Ｂ 船長Ｂ（中華人民共和国籍） 男性 ３８歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１４年９月１７日 

          （２０１９年１月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央の手すりに曲損等 

Ｂ 左舷船首外板に凹損を伴う擦過傷等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１０人が乗り組み、燃料給油等のため、函館港

外を抜錨し、同港万代ふ頭北側第１岸壁（以下「第１岸壁」とい

う。）へ向けて第１航路を約７.１ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で東進した。 
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 船長Ａは、平成２７年２月２３日１２時３６分ごろ港口を通過し、

その後、西風が強まったことを感じたが、なんとか着岸できるものと

思って航行を続けていたところ、万代ふ頭正面岸壁（以下「本件岸

壁」という。）に係留中のＢ船を認め、左舷側のウイングで自らリモ

コンを使用して操船することとした。 

 船長Ａは、第１岸壁には出船左舷着けで着岸することとして徐々に

減速し、突風を伴う西風が吹く状況下、１２時４８分ごろ、第１岸壁

まで約２００ｍのところで約２.８kn の行きあしとし、バウスラスタ

及びスタンスラスタを使用して右回頭を始めた。 

 船長Ａは、Ａ船の船首が南方を向いた際、右舷正横から風を受けて

本件岸壁に圧流されていることを感じ、機関を微速力後進にかけたが

本件岸壁への接近が止まらず、全速力前進としたものの、１２時５２

分ごろ、Ａ船の左舷中央が本件岸壁に係留中のＢ船の左舷船首に衝突

した。 

 Ａ船は、すぐにＢ船から離れ、船長Ａが船舶管理会社等に連絡し、

海上保安庁の指示により１３時５０分ごろ函館港第３区に投錨した

後、タグボートの支援を受けて１７時００分ごろ第１岸壁に入船右舷

着けで着岸した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１１人が乗り組み、本件岸壁に出船右舷着けで

係留し荷役作業を行っていた。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大）、付表１ Ａ船

のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４（最大瞬間風速約１５～１８

m/s）、視界 良好 

海象：波高 約０.８ｍ 

 函館市に強風注意報が発表されていた。 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、空船状態であり、喫水が船首約３.６ｍ、船尾約５.２ｍで

あった。 

 Ａ船は、舵の効く最低速力が約２kn であり、バウスラスタ及びスタ

ンスラスタの推力が７ｔであった。 

 Ａ船の運航会社が定めた安全管理規程中の運航基準によると、風速

が１５m/s 以上の時は、入港を中止することとされていた。 

 船長Ａは、平成１６年ごろから内航船の船長職をとり、Ａ船には平

成２７年１月２９日から船長として乗船し、函館港に入港した経験は

何度もあったが、第１岸壁に着岸するのは本事故時が初めてであっ

た。 

 船長Ａは、第１岸壁付近で右回頭後に機関を後進とし、右舷錨を投

下して出船左舷着けするつもりでいたが、本事故後、入船右舷着けに

変更する判断が遅れたと思った。 

 Ｂ船の喫水は、船首約２.６ｍ、船尾約４.４ｍであった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、第１岸壁に着岸操船中、右回頭して船首が南方を向いた

際、右舷正横からの突風を伴う西風により本件岸壁へ圧流されたこと

から、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、風が強まったことに気付いていたが、何とか着岸できる

ものと思い、着岸操船を続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、函館港において、Ａ船が第１岸壁に着岸操船中、Ｂ船が

本件岸壁に係留中、船長Ａが、右回頭して船首が南方を向いた際、右

舷正横からの突風を伴う西風により本件岸壁へ圧流されたため、Ｂ船

に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・着岸作業を開始する前に風が強まったことを感じた際は、運航基

準の入港中止基準を遵守し、基準を超える風速に達する場合は、

躊躇
ちゅうちょ

せずに着岸操船を中止すること。 

 ・風が強い状況で入港着岸する際は、タグボートを手配し、適宜、

錨を使用して入船状態で着岸するなどの措置をとることが望まし

い。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

付図２ 航行経路図（拡大） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時刻 

（時：分：秒） 

北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

（kn） 

12:36:00 41-47-47.4 140-42-00.1 095.8 095 7.1 

12:38:01 41-47-45.4 140-42-18.7 112.1 117 6.8 

12:40:10 41-47-38.3 140-42-35.0 121.7 120 6.2 

12:41:10 41-47-35.1 140-42-42.2 120.9 122 6.3 

12:42:06 41-47-32.4 140-42-47.9 122.1 120 6.0 

12:43:00 41-47-29.5 140-42-54.1 121.5 121 5.2 

12:44:10 41-47-26.7 140-43-00.4 116.6 122 3.9 

12:45:10 41-47-24.7 140-43-04.9 125.4 115 4.0 

12:46:10 41-47-22.8 140-43-09.7 108.0 101 3.9 

12:47:19 41-47-22.0 140-43-13.8 099.4 099 3.6 

12:48:10 41-47-21.3 140-43-19.1 109.5 135 2.8 

12:49:09 41-47-20.0 140-43-22.0 131.9 169 2.3 

12:50:03 41-47-18.7 140-43-23.6 140.1 193 1.6 

12:50:07 41-47-18.6 140-43-23.6 141.8 193 1.2 

12:50:09 41-47-18.5 140-43-23.7 143.0 194 1.2 

12:50:14 41-47-18.5 140-43-23.8 139.2 194 1.0 

12:50:20 41-47-18.4 140-43-23.8 141.2 194 0.9 

12:50:30 41-47-18.3 140-43-24.0 133.2 194 1.0 

12:50:40 41-47-18.2 140-43-24.1 120.7 194 0.3 

12:50:51 41-47-18.3 140-43-24.2 108.6 193 0.2 

12:50:59 41-47-18.3 140-43-24.2 090.2 192 0.4 

12:51:09 41-47-18.4 140-43-24.4 065.9 191 0.5 

12:51:20 41-47-18.3 140-43-24.4 052.1 191 0.5 

12:51:30 41-47-18.4 140-43-24.6 059.0 191 0.4 

12:51:39 41-47-18.3 140-43-24.7 103.0 193 0.9 

12:51:51 41-47-18.2 140-43-24.8 134.9 195 0.7 

12:51:59 41-47-18.1 140-43-25.0 135.0 196 0.6 

12:52:09 41-47-18.1 140-43-25.1 137.1 198 0.8 

12:52:21 41-47-17.8 140-43-25.3 146.9 203 1.5 

12:52:30 41-47-17.6 140-43-25.4 156.5 206 1.7 

12:52:39 41-47-17.3 140-43-25.5 164.4 208 1.3 

12:52:51 41-47-17.2 140-43-25.6 170.0 209 1.1 

12:53:01 41-47-17.0 140-43-25.5 190.8 208 0.6 

12:53:09 41-47-17.0 140-43-25.4 222.6 206 0.8 

12:53:21 41-47-16.8 140-43-25.3 217.7 204 1.0 

12:53:30 41-47-16.7 140-43-25.1 218.3 202 1.1 

12:53:39 41-47-16.6 140-43-25.0 211.4 200 1.4 

12:53:51 41-47-16.3 140-43-24.8 205.9 198 1.8 

12:54:01 41-47-15.9 140-43-24.7 196.7 197 2.2 

（注）船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 


